
Topic
01

　国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、上水道の基本料金を２か月間免除・補助します。
対象者／
　①市内の水道事業者と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯および事業者
　②市外の水道事業者と給水契約を結ぶ市内在住の世帯および事業者
期間／令和８年２月利用分から３月利用分まで（２か月間）
申請方法／原則、手続きは不要です。
　※市外の水道事業者と給水契約を結ぶ市内在住の世帯および事業者は、別途申請手続きが必要です。後
日、個別に通知します。

その他／海部南部水道企業団と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯および事業者で、基本料
金の免除以外のお問い合わせがある場合は、同企業団☎（32）3111に直接お問い合わせください。

上水道の基本料金を２か月間、免除・補助します
上水道課☎（55）7146

Topic
02

愛西市立小中学校の
学校給食費無償化の実施について 学校教育課☎（55）7136

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年1月から3月までの愛西市立小中学校
の学校給食費を無償とします。また、学校給食費無償化の対象にならない方への学校給食費等支援金を次の
とおり拡充します。

【市立中学校について】
支援金額を令和８年1月から３月まで１食あたり
６０円増額し、３９０円とします。

対象者／愛西市立中学校に就学しアレルギー疾患
や不登校等の理由により給食の提供を受けない
生徒の保護者（給食停止の申し出のあった期間を
対象とします）

支援金額／
令和７年４月～12月分　１食あたり３３０円、
令和８年１月～３月分　１食あたり３９０円

手続き／申請書に振込先のわかるもの（通帳のコ
ピー等）を添付し、学校教育課または各支所へ提
出してください。
※今年度に申請済の方は、改めて申請する必要は
ありません。

申請期限／２月27日（金）まで
支払い／４月頃に支払う予定です。

【市立中学校以外について】
支給期間を拡充し、申請期限を延長します。

対象者／
・愛西市立小学校に就学しアレルギー疾患や不登
校等の理由により給食の提供を受けない児童の
保護者（給食停止の申し出のあった期間を対象と
します）
・愛西市立小中学校以外の小中学校に就学する児
童生徒の保護者

支援金額／
令和７年４月～10月分
１食あたり、小学生２９０円、中学生３３０円、
令和８年１月～３月分
１食あたり、小学生３５０円、中学生３９０円

手続き／申請書に振込先のわかるもの（通帳のコ
ピー等）を添付し、学校教育課または各支所へ提
出してください。
※今年度に申請済の方は、改めて申請する必要は
ありません。

申請期限／２月27日（金）まで
支払い／４月頃に支払う予定です。
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